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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】一定量の蒸らし用の湯と一定量のコーヒー成分
抽出用の湯とを順次一定の時間差でもってコーヒードリ
ッパーに注いで、まろやかで美味しいコーヒーを抽出す
るドリッパへの注湯装置を提供する。
【解決手段】弁2a、3aによって開閉自在な排湯口2b、3b
をそれぞれ設けている蒸らし用貯湯室２と抽出用湯室３
とを有する計量容器１の下方に、この計量容器１の蓋体
４の開放時に弁2a、3aを閉止させ、閉止時に開放させる
弁開閉機構を備えた支持台５を介して、内部に抽出用貯
湯室３からの湯を一定時間受け入れておく待機容器８を
配設した注湯容器７を接続してなり、蒸らし用貯湯室２
内の湯を直接、注湯容器７の下方に配設したドリッパー
側に注いだ後、待機容器８内の蒸らし用貯湯室２をドリ
ッパー側に注ぐように構成している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下端に弁によって開閉自在な排湯口をそれぞれ設けている蒸らし用貯湯室と抽出用湯室
とを有する計量容器と、この計量容器における上記蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排
湯口に設けている弁を同時に開閉させる弁開閉機構と、計量容器の下方に直列状に接続さ
れ、底部に上記蒸らし用注湯室の排湯口から流下する湯を直接ドリッパーに注ぐ注湯孔を
設けている注湯容器と、この注湯容器内に配設され、上記抽出用貯湯室の排湯口から流下
する湯を一旦受け入れておき、上記蒸らし用貯湯室からのドリッパへの注湯における一定
の蒸らし時間後に注湯容器の上記注湯孔を設けている底部上に排出するように構成した待
機容器とからなることを特徴とするドリッパへの注湯装置。
【請求項２】
　計量容器に一回分の注湯量を示す目盛りが設けられてあり、この目盛りよりも下方に蒸
らし用貯湯室と抽出用貯湯室との上端開口部を設けていることを特徴とする請求項１に記
載のドリッパーへの注湯装置。
【請求項３】
　蒸らし用貯湯室の上端開口部よりも抽出用貯湯室の上端開口部を下方に位置させている
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のドリッパーへの注湯装置。
【請求項４】
　計量容器に蓋体を設け、この蓋体の開閉操作に連動して上記弁開閉機構を作動させ、蓋
体を開放した際には蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口を閉止状態に保持し、閉止
させた際には蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口を開放状態に保持するように構成
していることを特徴とする請求項１に記載のドリッパーへの注湯装置。
【請求項５】
　弁開閉機構は、計量容器と注湯容器との間に配設され、その上面に計量容器の蒸らし用
貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口に挿脱可能なピンと湯流下孔とを設けている支持台と、
この支持台の上面両側部に、計量容器の蓋体の開閉に連動して上下動自在に配設され、上
記計量容器を架設状態に載置させる互いに平行な一対の水平リフトバーとからなり、上記
蓋体の閉止操作によって計量容器を下動させて上記支持台に突設しているピンで排湯口の
弁を押し上げて開弁させるように構成していることを特徴とする請求項１に記載のドリッ
パへの注湯装置。
【請求項６】
　支持台の前周部に周壁を突設し、この周壁の前面部分に上端から下端近傍部に達する縦
長孔を設けてあり、この縦長孔に、計量容器の把手を挿通状態に介入させていることを特
徴とする請求項１又は請求項５に記載のドリッパーへの注湯装置。
【請求項７】
　待機容器はその上端開口部を抽出用貯湯室の下方に向け、且つ傾斜した状態にして回動
自在に配設され、一定量以上の湯が溜まると傾動して排湯するししおどしの構造に構成さ
れていることを特徴とする請求項１に記載のドリッパーへの注湯装置。
【請求項８】
　待機容器の内部に逆Ｕ字形のサイフォン管が設けられていてこのサイフォン管の下向き
に開口した一方の開口端を待機容器の内底面に臨ませてあり、他方の開口端を待機容器の
底部を貫通して下方に臨ませていることを特徴とする請求項１に記載のドリッパーへの注
湯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、まろやかで美味しいコーヒーを抽出することができるドリッパーへの注湯装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来から、コーヒードリッパーを使用してまろやかで美味しいコーヒを抽出するには、
まず、ドリッパー内に濾過紙をセットしてこの濾過紙上に適量のコーヒー粉末を入れたの
ち、少量の湯を注いでコーヒー粉末全体を蒸らし、膨潤させることによってコーヒー成分
を抽出し易くし、しかるのち、所望量の湯を注いでコーヒー成分を抽出しながらコーヒー
カップ内に注ぐことが行われている。
【０００３】
　このように、コーヒー粉末の蒸らし手順とコーヒー成分の抽出手順とを順次行うことに
よってコーヒーの抽出液を得ることができるコーヒードリッパーとしては、例えば、特許
文献１に、ドリッパーの底部に設けているコーヒー抽出液の抽出孔に弁を配設し、この弁
をレバー操作によって作動させることより、抽出孔を開閉するように構成してなるものが
記載されている。
【０００４】
　このコーヒードリッパーによれば、まず、弁によってドリッパー底部の抽出孔を閉じた
状態で濾過紙をセットしているドリッパー内のコーヒー粉末に注湯し、コーヒー粉末の蒸
らし時間の経過後、蒸らしによって膨潤しているコーヒー粉末に注湯をしながらレバー操
作により弁を開放させることによってコーヒーの抽出液を抽出孔からコーヒーカップ内に
注ぐことができる。
【０００５】
　また、特許文献２には、ドリッパーの上端開口部に蒸らし容器を架設状態に軸支してな
るコーヒードリッパーが記載されている。このコーヒードリッパーによれば、蒸らし容器
内に適量のコーヒー粉末を収容したのち、所望時間、湯を注ぐことによってコーヒー粉末
を蒸らし、この蒸らし手順に引き続いて蒸らし容器内に注湯を行うことにより、蒸らし容
器内のコーヒー粉末を注いだ湯と共に蒸らし容器内から溢れ出させて濾過紙をセットして
いる下方のドリッパー内に流下させ、しかるのち、蒸らし容器をその開口端が下向きとな
るように反転、設置することにより蒸らし容器内に残存する湯をドリッパー内に排出し、
ドリッパーにセットしている濾過紙を通過させてコーヒーを抽出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－６０７３５号公報
【特許文献２】特開２００６－２６３６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前者のコーヒードリッパーによれば、コーヒーの蒸らし時において、ド
リッパーの底部の抽出孔を弁により閉止した状態にしてドリッパー内に注ぐ注湯量や蒸ら
し時間が不定となり、蒸らし時間が短すぎるとコーヒー成分を充分に抽出することができ
ず、薄く味気のないコーヒーとなってしまい、蒸らし時間が長すぎるとコーヒー粉末が膨
潤しすぎて苦味が強くなり、まろやかな味のコーヒー抽出液が得られなく、且つ、香りも
流出してしまうといった問題点がある。
【０００８】
　同様に、後者のコーヒードリッパーにおいても、蒸らし時において、コーヒー粉末を入
れている蒸らし容器内に湯が満杯となるまで注湯する時間が、注湯速度等に応じて変動し
て蒸らし時間が短くなったり長くなったりして一定の蒸らし状態にすることができず、そ
の上、蒸らし手順に引き続いて蒸らし容器内に注湯を行うと、湯がコーヒー粉末内に充分
に浸透する前にコーヒー粉末と共に蒸らし容器から溢れ出し、コーヒー成分を充分に抽出
することができなくなってまろやかで美味しいコーヒーが得られないといった問題点があ
る。
【０００９】
　本発明はこのような問題点に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、常に一
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定量の蒸らし用の湯と一定量のコーヒー成分抽出用の湯とを順次一定の時間差でもってコ
ーヒードリッパーに注いで、まろやかで美味しいコーヒーを得ることができるドリッパー
への注湯装置を提供するにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために本発明のドリッパーへの注湯装置は、請求項１に記載したよ
うに、下端に弁によって開閉自在な排湯口をそれぞれ設けている蒸らし用貯湯室と抽出用
湯室とを有する計量容器と、この計量容器における上記蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室と
の排湯口に設けている弁を同時に開閉させる弁開閉機構と、計量容器の下方に直列状に接
続され、底部に上記蒸らし用注湯室の排湯口から流下する湯を直接ドリッパーに注ぐ注湯
孔を設けている注湯容器と、この注湯容器内に配設され、上記抽出用貯湯室の排湯口から
流下する湯を一旦受け入れておき、上記蒸らし用貯湯室からのドリッパへの注湯における
一定の蒸らし時間後に注湯容器の上記注湯孔を設けている底部上に排出するように構成し
た待機容器とからなることを特徴とする。
【００１１】
　このように構成したドリッパーへの注湯装置において、請求項２に係る発明は、上記計
量容器に一回分の注湯量を示す目盛りが設けられてあり、この目盛りよりも下方に蒸らし
用貯湯室と抽出用貯湯室との上端開口部を設けていることを特徴とする。
【００１２】
　さらに、この請求項２に係る発明において、請求項３に係る発明は、蒸らし用貯湯室の
上端開口部よりも抽出用貯湯室の上端開口部を下方に位置させていることを特徴とする。
　　
【００１３】
　請求項４に係る発明は、計量容器に蓋体を設け、この蓋体の開閉操作に連動して上記弁
開閉機構を作動させ、蓋体を開放した際には蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口を
閉止状態に保持し、閉止させた際には蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口を開放状
態に保持するように構成していることを特徴とする。
【００１４】
　請求項５に係る発明は、上記弁開閉機構は、計量容器と注湯容器との間に配設され、そ
の上面に計量容器の蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口に挿脱可能なピンと湯流下
孔とを設けている支持台と、この支持台の上面両側部に、計量容器の蓋体の開閉に連動し
て上下動自在に配設され、上記計量容器を架設状態に載置させる互いに平行な一対の水平
リフトバーとからなり、上記蓋体の閉止操作によって計量容器を下動させて上記支持台に
突設しているピンで排湯口の弁を押し上げて開弁させるように構成していることを特徴と
する。
【００１５】
　請求項６に係る発明は、支持台の前周部に周壁を突設し、この周壁の前面部分に上端か
ら下端近傍部に達する縦長孔を設けてあり、この縦長孔に、計量容器の把手を挿通状態に
介入させていることを特徴とする。
【００１６】
　請求項７に係る発明は、待機容器はその上端開口部を抽出用貯湯室の下方に向け、且つ
傾斜した状態にして回動自在に配設され、一定量以上の湯が溜まると傾動して排湯するし
しおどしの構造に構成されていることを特徴とする。
【００１７】
　請求項８に係る発明は、待機容器の別な構造であって、待機容器の内部に逆Ｕ字形のサ
イフォン管が設けられていてこのサイフォン管の下向きに開口した一方の開口端を待機容
器の内底面に臨ませ、他方の開口端を待機容器の底部を貫通して下方に臨ませていること
を特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
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　請求項１に係る発明によれば、計量容器内には、下端に弁によって開閉自在な排湯口を
それぞれ設けている蒸らし用貯湯室と抽出用湯室とを設けているので、この計量容器内に
所定量の湯を注ぐことによって蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室とにコーヒー粉の蒸らしと
成分抽出に必要な一定量の湯をそれぞれ同時に且つ正確に分配した状態で収容することが
できる。
【００１９】
　さらに、上記計量容器における蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口に設けている
弁を同時に開閉させる弁開閉機構を備えていると共に、計量容器の下方に、上記蒸らし用
注湯室の排湯口から流下する湯を直接ドリッパーに注ぐ注湯孔を底部に設けている注湯容
器を接続してあり、この注湯容器内に、上記抽出用貯湯室の排湯口から流下する湯を一旦
受け入れておき、上記蒸らし用貯湯室からのドリッパへの注湯における一定の蒸らし時間
後に注湯容器の底部上に排湯する待機容器を配設しているので、上記弁開閉機構の作動に
よって同時に開弁する蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口から一斉に注湯容器内に
排湯されるにもかかわらず、蒸らし用貯湯室から排出される一定量の湯のみを注湯容器の
注湯孔から直接ドリッパーに注いで、ドリッパー内のコーヒー粉を一定量の蒸らし用の湯
によって膨潤させることができ、その間、待機容器に抽出用貯湯室からの排湯を一旦、貯
留させておくことができると共に、上記コーヒー粉の蒸らし時間の経過後にこの待機容器
から抽出用の湯を注湯容器の注湯孔を通じてドリッパー側に注いで、コーヒー成分を抽出
することができる。
【００２０】
　従って、ドリッパー内に注ぐコーヒー粉末の蒸らし用の湯の量と、蒸らし時間を常に一
定に設定することができると共に、一定量のコーヒー抽出用の湯を蒸らし用の湯に対して
一定の時間差でもってドリッパーに注ぐことができてまろやかで美味しいコーヒーを得る
ことができる。
【００２１】
　請求項２に係る発明によれば、上記計量容器に一回分の注湯量を示す目盛りが設けられ
ていると共に、この目盛りよりも下方に蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との上端開口部を
設けているので、計量容器内に湯を注ぐことによって、蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室内
に自動的に所定量の蒸らし用の湯と抽出用の湯とを分配させた状態に充満させることがで
きると共に、これらの蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との上端開口部から上方に収容され
ている上層側の湯を蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口からの排湯に従って、蒸ら
し用貯湯室と抽出用貯湯室とに所定量ずつ分配して、蒸らし用と抽出用とに必要な所定量
の湯を一定の時間差でもってドリッパー側に順次注ぐことができる。
【００２２】
　この際、請求項３に記載したように、蒸らし用貯湯室の上端開口部よりも抽出貯湯室の
上端開口部を下方に位置させておくことにより、コーヒー抽出時には、蒸らし用に必要な
少量の湯を蒸らし用貯湯室内を通じて注湯容器に供給し、多量の湯を必要とする抽出用の
湯を貯湯室貯湯室内を通じて注湯容器内の待機容器に供給することができる。
【００２３】
　請求項４に係る発明によれば、計量容器には蓋体が設けられていて、この蓋体の開閉操
作に連動して上記弁開閉機構を作動させ、蓋体を開放した際には蒸らし用貯湯室と抽出用
貯湯室との排湯口を閉止状態に保持し、閉止させた際には蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室
との排湯口を開放状態に保持するように構成しているので、蓋体を開放させて計量容器内
に湯を注ぎ入れる時には蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口を閉止状態に保持して
、目盛りを設けた位置まで正確に湯を収容することができ、蓋体を閉止することによって
蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口を自動的に開放して注湯容器側に排湯すること
ができる。
【００２４】
　請求項５に係る発明によれば、上記弁開閉機構は、計量容器と注湯容器との間に配設さ
れ、その上面に計量容器の蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室との排湯口に挿脱可能なピンと
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湯流下孔とを設けている支持台と、この支持台の上面両側部に、計量容器容器の蓋体の開
閉に連動して上下動自在に配設され、上記計量容器を架設状態に載置させる互いに平行な
一対の水平リフトバーとからなり、上記蓋体の閉止操作によって計量容器を下動させて上
記支持台に突設しているピンで排湯口の弁を押し上げて開弁させるように構成しているの
で、簡単な構造によって確実且つ円滑に蓋体の開閉操作に連動させて計量容器の蒸らし用
貯湯室室と抽出用貯湯室との排湯口を開閉させることができ、蓋体を開放した状態におい
ては閉弁されていて計量容器内への湯の注入が円滑に行え、蓋体の閉止と同時に開弁させ
てコーヒーの抽出を自動的に行うことができる。
【００２５】
　また、請求項６に係る発明によれば、支持台の前周部に周壁を突設していてこの周壁の
前面部分に上端から下端近傍部に達する縦長孔を設けてあり、この縦長孔に、計量容器の
把手を挿通状態に介入させているので、この把手を摘んで計量容器の周壁に設けている上
記縦長孔に上方から差し入れることにより、計量容器の蒸らし用貯湯室と抽出用貯湯室と
の排湯口を支持台に突設している弁突き上げ用のピンの上方にそれぞれ対応するように計
量容器を支持台上に簡単且つ正確にセットすることができ、コーヒー抽出時においては計
量容器を妄動させることなくその状態を保持させておくことができる。
【００２６】
　請求項７に係る発明によれば、抽出用貯湯室の排湯口から流下する抽出用の湯を一旦、
保有させておく待機容器は、その上端開口部を抽出用貯湯室の排湯口に向け、且つ傾斜し
た状態にして回動自在に配設され、一定量以上の湯が溜まると傾動して排湯するししおど
しの構造からなるものであるから、抽出用貯湯室の排湯口からこの待機容器内に供湯する
時間と待機容器が傾動してこの待機容器から下方に排湯する時間とが常に一定に設定する
ことができ、これらの時間内に上記蒸らし用貯湯室の排湯口からドリッパー側に注湯して
コーヒー粉末を充分に膨潤させる工程が終わるように簡単且つ正確に調整することができ
、コーヒー成分を効果的に抽出させた美味しいコーヒーを得ることができる。
【００２７】
　一方、請求項８に係る発明によれば、抽出用貯湯室の排湯口から流下する抽出用の湯を
一旦、保有させておく待機容器は、容器内に、一方の開口端を容器の内底面に臨ませ、他
方の開口端を容器の底部を貫通して下方に臨ませている逆Ｕ字形のサイフォン管を配設し
てなるものであるから、上記請求項７に記載の待機容器と同様に、抽出用貯湯室の排湯口
からこの容器内に給湯が開始されたのち容器の底面から下方に臨ませている管路を通じて
ドリッパー側に注湯する時間を一定に設定することができ、従って、この時間内に上記蒸
らし用貯湯室の排湯口からドリッパー側に注湯してコーヒー粉末を充分に膨潤させる工程
が終わるように正確に調整することができてコーヒー成分を効果的に抽出させた美味しい
コーヒーを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明のドリッパーへの注湯装置の縦断側面図。
【図２】その底面図。
【図３】蓋を開放させた状態の斜視図。
【図４】分解した断面図。
【図５】注湯容器の蓋体を設けた支持台の斜視図。
【図６】その縦断側面図。
【図７】蓋体を閉じた状態の支持台の斜視図。
【図８】その縦断側面図。
【図９】支持台上に設置した計量容器の縦断側面図。
【図１０】その縦断正面図。
【図１１】コーヒー抽出時の計量容器の縦断側面図。
【図１２】その縦断正面図。
【図１３】蓋体を開放して計量容器に湯を入れている状態の斜視図。
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【図１４】その縦断側面図。
【図１５】計量容器内に目盛りまで湯を入れた状態の縦断側面図。
【図１６】蓋体を閉じた状態の縦断側面図。
【図１７】待機容器からドリッパー側に注湯している状態の縦断側面図。
【図１８】コーヒーの抽出を完了した状態の縦断側面図。
【図１９】別な構造のドリッパーを使用している状態の斜視図。
【図２０】別な構造の待機容器を備えたドリッパーへの注湯装置の縦断側面図。
【図２１】その待機容器を設けた注湯容器の縦断正面図。
【図２２】使用状態を示す縦断側面図。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　本発明の具体的な実施の形態を図面に基づいて説明すると、図１～図４において、ドリ
ッパーへの注湯装置は、下端に球体の弁2a、3aによって開閉自在な排湯口2b、3bをそれぞ
れ備えた蒸らし用貯湯室２と抽出用貯湯室３とを設けている計量容器１と、この計量容器
１の上端開口部を開閉する蓋体４を備えた支持台５と、この蓋体４の開閉に連動させて上
記計量容器１における蒸らし用貯湯室２と抽出用貯湯室３との排湯口2b、3bを同時に開閉
させる弁開閉機構６と、計量容器１の下方に上記支持台５を介して直列状に接続され、そ
の底部7aに上記計量容器１における蒸らし用貯湯室２の排湯口2bから流下する湯を下方に
配したドリッパーＡに直接注ぐ注湯孔7bを設けている注湯容器７と、この注湯容器７内に
配設され、上記抽出用貯湯室３の排湯口3bから流下する湯を一旦受け入れておき、上記蒸
らし用貯湯室２からのドリッパーＡへの注湯における一定の蒸らし時間後にドリッパーＡ
側に注湯する待機容器８と、スタンド９とから構成されている。
【００３０】
　上記計量容器１は長さが短い有底円筒体からなり、その下半部内に、外周縁を全周に亘
ってこの計量容器１の内周面に一体に接続させている浅底円錐形状の底部3c（この底部3c
は計量容器１の底部を兼備している）を有する上記抽出用貯湯室３が設けられてあり、こ
の抽出用貯湯室３の上端開口部を全面的に開放させていると共にその底部3cの最も深い中
心部に上記弁3aによって開閉自在に閉止された排湯口3bを設けている。
【００３１】
　さらに、この抽出用貯湯室３の外周部における前部内に、下端部が先細の円錐形状の底
部2cに形成された小径円筒形状の上記蒸らし用貯湯室２が配設されている。この蒸らし用
貯湯室２の下端部外周面は抽出用貯湯室３の底部3cにおける前部の外周部に一体に連設さ
れていてその底部2cを抽出用貯湯室３の底部3cの前部から下方に突出させてあり、この円
錐形状に形成された底部2cの最も深い中心部に上記弁2aによって開閉自在に閉止された排
湯口2bを設けている。なお、下方に向かって開口させている抽出用貯湯室３の排湯口3bの
開口端と蒸らし用貯湯室２の排湯口2bの開口端とは同一水平面上に位置させている。
【００３２】
　上記計量容器１の上端部内周面にはコーヒーカップＢへの一回分の注湯量を示す目盛り
10が設けられてあり、この目盛り10よりも下方に上記蒸らし用貯湯室２と抽出用貯湯室３
との上端開口部を設けていると共に、蒸らし用貯湯室２の上端開口部よりも抽出用貯湯室
３の上端開口部を下方に配置させている。従って、計量容器１内に上記目盛り10まで湯を
入れた状態においては、蒸らし用貯湯室２内の湯とこの蒸らし用貯湯室２の上端開口部を
湯面まで上方に延長させた仮想円筒内の湯とがコーヒー粉末の蒸らし用の湯として使用さ
れ、その他の湯がコーヒー成分の抽出用の湯として使用されるように構成している。
【００３３】
　上記蒸らし用貯湯室２の円錐形状の底部2c内と抽出用貯湯室３の浅底円錐形状の底部3c
内とにそれぞれ球状に形成された上記弁2a、3aが配設されていて、これらの弁2a、3aの自
重によって蒸らし用貯湯室２の底部2cと抽出用貯湯室３の底部3cとに貫設している上記排
湯口2b、3bの上端開口部を常態においては閉止してあり、弁2a、3aを上方に突き上げるこ
とによって上記排湯口2b、3bの上端開口部を開放させるように構成している。また、抽出
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用貯湯室３の外底面前後部には、下方に向かって下端が計量容器１の下端に達する位置ま
で突出した脚壁部1a、1aが設けられている。また、計量容器１の外周部における前面には
把手1bが一体に設けられている。
【００３４】
　計量容器１の上端開口部を開閉する蓋体４を備えた上記支持台５は、図５～図８等に示
すように、計量容器１の外径よりも僅かに大径の円板形状に形成されてあり、その中心部
（中央部）上面に、計量容器１の上記抽出用貯湯室３の排湯口3bの下方に対向させてこの
排湯口3bの開口下端側からこの排湯口3bに相対的に挿入して上記弁3aを突き上げ可能なピ
ン12を突設していると共に前部上面に、計量容器１の上記蒸らし用貯湯室２の排湯口2bの
下方に対向させてこの排湯口2bの開口下端側からこの排湯口2bに相対的に挿入して上記弁
2aを突き上げ可能なピン13を突設している。なお、これらのピン12、13は、それぞれ排湯
口2b、3bよりも小径に形成されてあり、その外周面と排湯口2b、3bとの間の隙間を通じて
排湯するように構成している。
【００３５】
　また、支持台５の上面中央部と上面前部とに、上記ピン12、13をそれぞれ囲繞した小径
筒部14、15を突設してあり、これらの小径筒部14、15によってそれぞれ囲まれた支持台５
の中央部と前部とに上下方向に貫通した複数個の湯流下孔16、17が穿設されている。
【００３６】
　さらに、支持台５の後部側における外周面両側部に軸受用突片18、18を突設してあり、
これらの突片18、18に計量容器１の上端開口部を開閉する上記蓋体４の後面両側部に突設
したアーム片19、19の下端部を軸体20によって回動自在に枢着して蓋体４により計量容器
１の開口端を開閉させるように構成していると共に、支持台５の上面両側部には前後方向
に長い一定幅を有する直状の凹溝23、23（図９～図12参照）が左右に一定間隔を存して互
いに平行に設けられていて、これらの凹溝23、23内に計量容器１を架設状態に載置させる
互いに平行な左右一対の水平リフトバー21、21が配設されている。
【００３７】
　これらの水平リフトバー21、21の前端部は、基端部を凹溝23、23の前端部の両側内壁に
支持された支軸32に枢着しているリンク片22、22の先端部に回動自在に枢着されている共
に、後端部は、支持台５の後端から後方に向かった開口している凹溝23、23の後端から後
方に突出していて、この後端部を上記蓋体４のアーム片19、19における上記軸体20の枢着
部から上記リンク片22の長さに略等しい距離を存した中間部に突設している支軸33に回動
自在に枢着してあり、蓋体４の開閉操作に連動してこれらの水平リフトバー21、21を同時
に上下動させ、互いに平行に保持したまま上記凹溝23、23から出没自在となるように構成
している。
【００３８】
　そして、上記計量容器１と注湯容器７との間に配設された上記支持台５と、この支持台
５に枢着されて計量容器１の開口端を開閉する蓋体４と、蓋体４の開閉に連動して上下動
する上記水平リフトバー21、21とによって、水平リフトバー21、21上に載置した計量容器
１の下動時に上記支持台５に突設しているピン12、13で排湯口2b、3bの弁2a、3aを押し上
げて開弁させ、計量容器の上動時に上記支持台５に突設しているピン12、13から排湯口2b
、3bを上方に離間させて閉弁させる弁開閉機構６（図５参照）を構成している。
【００３９】
　上記支持台５の前半部周縁には周壁5aが突設されていると共に後半部周縁にはこの周壁
5aよりも高さが低い周壁5bが突設されていて、これらの周壁5a、5bで囲まれた空間部内に
上記計量容器１を挿脱自在に配設するようにして構成していると共に、上記前半部側の周
壁5aの前面中央部に計量容器１の把手1bのガイドとなる縦長孔24が上端から下端近傍部に
達するまで設けられてあり、この縦長孔24内に上方から把手1bを挿入して計量容器１を前
側周壁5a、5bによって囲まれた支持台５上に収納し、その外底面を上記水平リフトバー21
、21間上に架設状態となるように載置させるように構成している。さらに、支持台５の外
周縁には下方に向かって一定長さの下側周壁部5cが設けられてあり、この下側周壁部の下
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部に断面Ｌ字状の周段部5dを全周に亘って形成している。
【００４０】
　上記注湯容器７内に配設されて、上記抽出用貯湯室３の排湯口3bから流下する湯を一旦
受け入れておき、上記蒸らし用貯湯室２からのドリッパーＡへの注湯における一定の蒸ら
し時間後にドリッパーＡ側に注湯する待機容器８はししおどし（鹿威し）の構造に構成さ
れている。
【００４１】
　具体的には、注湯容器７の底部7aの上面両側部における後側寄り部分に一定高さを有す
る軸受片25、25が突設されている一方、待機容器８は有底角筒形状に形成され且つ上端開
口部が斜めにカットされて抽出用貯湯室３の排湯口3bからの湯受入れ口8aに形成されてい
ると共にこの待機容器８の長さ方向の中間部両側面に軸26、26が突設されてあり、この軸
26、26を上記軸受片25、25に回動自在に支承させ、湯を受け入れていない空の状態におい
ては重心を軸26よりも後方側に位置させて上端から下端に向かって斜め後方に傾斜させた
状態にして注湯容器７の底部7aに突設した受止突片7cにその底部を受止させている。
【００４２】
　注湯容器７は支持台５とその外周面が同径の円筒形状に形成されていると共に、その底
部7aを注湯容器７の下端部内周面に一体に連設している外周縁から中心部（中央部）に向
かって緩やかに下方に傾斜させた浅底円錐形状に形成してあり、この底部7aの中心部に上
記注湯孔7bを設けている。さらに、注湯容器７の上端部は上記支持台５の下側周壁部5cに
形成している周段部5dに嵌脱自在に嵌合させて支持台５の下方に注湯容器７を直列に接続
させた係合部7dに形成されている。
【００４３】
　また、この注湯容器７の底部7aの外底面における両側部には、注湯容器７の下方にコー
ヒーカップＢとドリッパーＡを設置可能な空間部を設けるためのスタンド９を接続する取
付孔27、27を有する左右一対の筒体部28、28が下方に向かって突設されている。さらに、
この筒体部28、28よりも高さ（長さ）の異なる取付孔29、29を有する左右一対の筒体部30
、30（図２参照）も突設されていて、スタンド９の設置面からの注湯容器７の配置高さを
変更可能に構成している。
【００４４】
　スタンド９は、上端部を上記注湯容器７の底部7aに設けている左右一対の筒体部28、28
（30、30）の取付孔27、27（29、29）に差し込むことによって注湯容器７の外底面に接続
させるための左右一対の支柱部9a、9aと、これらの支柱部9a、9aの下端から水平方向に屈
曲し、互いに平面Ｕ字状に連なった設置用座部9bとから形成されている。
【００４５】
　上記のように構成したドリッパーへの注湯装置は、不使用時には図４に示すように、計
量容器１やこの計量容器１の蓋体４を設けている支持台５、注湯容器７、スタンド９等は
別々にして保管するようにしてあり、使用時にはスタンド９の支柱部9a、9aの上端部を注
湯容器７の外底面に突設している左右一対の筒体部28、28（30、30）の取付孔27、27（29
、29）に差し込むことによってスタンド９上に注湯容器７を取付けると共に、支持台５の
下側周壁部5cの下端部に設けている段周部5dを上記注湯容器７の上端係合部7dに嵌合させ
ることによって注湯容器７上に支持台５を直列状に接続する。なお、注湯容器７内には予
め待機容器８が取付けられていると共に支持台５には水平リフトバー21、21及び蓋体４が
取付けられている。
【００４６】
　さらに、蓋体４を後方に傾倒させて支持台５の上端開口部を全面的に開放させた状態に
して、この支持台５の周壁5a、5bによって囲まれた空間部内に上方から計量容器１を挿入
する。この挿入操作は、計量容器１の把手1bを把持しながら該把手1bを支持台５の前側周
壁5aに前面に設けている縦長孔24に上方から挿入しながら行う。従って、計量容器１はそ
の蒸らし用貯湯室２側を前方側に向けた状態にして正確に支持台５上に設置することがで
きる。この計量容器１の挿入時には蓋体４が開放されていてその開放により支持台５の底
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部両側に設けている水平リフトバー21、21がリンク片22、22の起立によって支持台５の凹
溝23、23から上方に突出してあり、計量容器１の脚部1aをこの水平リフトバー21、21上に
載置させることによって計量容器１を支持台５上に設置する。
【００４７】
　このように、ドリッパーへの注湯装置を組立てたのち、スタンド９によって支持されて
いる注湯容器７の下方に、開口部にドリッパーＡを配設したコーヒーカップＢを設置する
（図13参照）。なお、ドリッパーＡとしては、漏斗状に形成されたドリッパー本体a1の底
部に抽出孔a2を設けていると共に、底部外周にコーヒーカップＢの開口端に載置する円板
形状のフランジ部a3を設けてなり、ドリッパー本体a1の内面に沿って濾紙Ｃを展開、敷設
し、この濾紙Ｃ内に一回分のコーヒー粉末Ｄを投入するように構成しているが、このよう
なドリッパーＡに限らず、例えば、図19に示すように、一回分のコーヒー粉末Ｄを収容し
た濾紙からなるコーヒーバッグA'の開口端部に、コーヒーカップＢの開口縁に架設状態に
支持させる支持片Ｅを設けてなる構造のドリッパーＢであってもよい。
【００４８】
　開口端にドリッパーＡを設けたコーヒーカップＢを注湯容器７の下方に設置したのち、
蓋体４が開放状態の計量容器１内にポット等から湯（熱湯）を目盛り10に達するまで注ぎ
入れる（図14、図15参照）。この際、蓋体４の開放によって計量容器１を支持している水
平リフトバー21、21が支持台５の底面から上方に上昇していて、計量容器１が持ち上げら
れている。従って、計量容器１内に設けている蒸らし用貯湯室２と抽出用貯湯室３との排
湯口2b、3bが支持台５の中央部上面と前部上面とに突設しているピン12、13からそれぞれ
上方に離間してあり、これらの排湯口2b、3bが球体弁からなる弁2a、3aの自重によって閉
止されていて、下方に漏れることなく計量容器１内に収容された状態を保持している。
【００４９】
　計量容器１内にその目盛り10に達するまで注湯したのち蓋体４を閉止すると、図11、図
12、図16に示すようにその閉止操作に連動して水平リフトバー21、21が降下し、これらの
水平リフトバー21、21を配設している支持台５の両側凹溝23、23内に没入する。この水平
リフトバー21、21の降下によって水平リフトバー21、21上に載置している計量容器１も一
体に降下し、この計量容器１内に設けている蒸らし用貯湯室２と抽出用貯湯室３との排湯
口2b、3b内に支持台５の中央部上面と前部上面とに突設しているピン12、13が相対的に挿
入してこれらのピン12、13の先端で弁2a、3aを突き上げ、排湯口2b、3bを開放させる。
【００５０】
　そうすると、蒸らし用貯湯室２内と抽出用貯湯室３内の湯が排湯口2b、3bから支持台５
におけるピン12、13の周囲に穿設された湯流下孔16、17を通じて注湯容器７内に流出する
。この際、蒸らし用貯湯室２内から排湯口2b、湯流下孔16を通じて流出する湯は、直接、
注湯容器７の底部7a上に流下する一方、抽出用貯湯室３内から排湯口3b、湯流下孔17を通
じて流出する湯は、注湯容器７の底部7a上に流下することなく注湯容器７内に配設してい
る待機容器８内に一旦貯留される。
【００５１】
　計量容器１内に収容している湯が排湯口2b、3bを通じて注湯容器７側に排出されるに従
って、計量容器１内の湯面が降下し、抽出用貯湯室３の上端開口部よりもその上端開口部
が上方に位置している蒸らし用貯湯室２の開口端まで降下すると、蒸らし用貯湯室２側へ
は湯が入ることなくこの蒸らし用貯湯室２内の湯が引き続いて注湯容器７の底部7a上に流
下してこの底部7aの傾斜上面を伝って底部7aの中心部に設けている注湯孔7bからドリッパ
ーＡ内に注ぎ込み、ドリッパーＡの濾紙Ｃ内のコーヒー粉末Ｄ全体をこの湯によって一定
時間蒸らしてコーヒー粉末Ｄを膨潤させ、コーヒー成分を抽出し易くする。
【００５２】
　このように、蒸らし用貯湯室２から流出する湯によってコーヒー粉末Ｄを膨潤させてい
る間に、抽出用貯湯室３から流出する湯を一旦、待機容器８内に受け入れさせ、コーヒー
粉末Ｄの蒸らし時間が完了する際に、待機容器８内に充満した湯によって図17に示すよう
に、この待機容器８の上端開口部が下方に傾動して待機容器８内の湯が注湯容器７の底部
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7a上に流下し、この底部7aの中心部に設けている上記注湯孔7bからドリッパーＡ内に注ぎ
込んで上記蒸らしによって膨潤したコーヒー粉末Ｄの成分を抽出し、抽出したコーヒー液
を濾紙Ｃ、抽出孔a2を通じてコーヒーカップＢに収容する。なお、待機容器８はその内部
の湯が所定量に達して待機容器８の重心の位置が待機容器８の回動中心である軸26よりも
前方に移動し、軸26を支点として前方に向かって斜め下方に傾動して内部の湯を排出し、
排出後に元の状態に復帰する。
【００５３】
　蒸らし用貯湯室２側からドリッパーＡに注ぎ込まれる上記蒸らし用湯によるコーヒー粉
末Ｄの蒸らし工程は、コーヒー粉末Ｄを最も良好な状態に膨潤させるに必要な時間だけ行
われ、この時間の経過後に上記待機容器８側からドリッパーＡに抽出用の湯を注ぎ込むこ
とによってまろやかで香りのよい美味しいコーヒーを抽出することができる。
【００５４】
　例えば、計量容器１に注ぐ湯量が略１６０ｃｃ、蒸らし用貯湯室２の排湯口2bからドリ
ッパーＡ側に注ぐ湯量を略２０ｃｃ、抽出用貯湯室３の排湯口3bからドリッパーＡ側に注
ぐ湯量を略１４０ｃｃ、蒸らし用貯湯室２側からのドリッパーＡ側への注湯後、待機容器
８側からのドリッパーＡ側への注湯行う時間差が略１５秒となるように構成しておくと、
コーヒー成分の良好な抽出を可能にすることができる。
【００５５】
　なお、以上の実施例においては、蒸らし用貯湯室２と抽出用貯湯室３との排湯口2b、3b
を開閉する弁2a、3aとして球体弁を使用しているが、下側からピン12、13により開放可能
な平たい弁であってもよく、その他の開閉手段を採用してもよい。
【００５６】
　さらに、蒸らし用貯湯室２からドリッパーＡ側への注湯の開始と同時に抽出用貯湯室３
からの注湯をドリッパーＡ側に行うことなく一旦、待機容器８内に収容しておき、蒸らし
用貯湯室２からの注湯によってコーヒー粉末Ｄが良好に蒸らされた後に、引き続いて待機
容器８からドリッパーＡ側に注湯を行うようにするための待機容器８の作動は、上記のよ
うに、「ししおどし」の構造に行っているが、このような手段に限定されることなく、例
えば、図20～図22に示すように、サイフォンの原理を利用した構造を採用してもよい。
【００５７】
　このサイフォンの原理を利用した構造を備えた待機容器8'は、一定深さを有する四角形
の箱状に形成されていて、注湯容器７の底部7aの上面両側部における後側寄り部分に突設
した一定高さを有する軸受片25’、25’に両外側面の中央部に突設している軸部26' 、26
' を回動不能に且つ取り外し可能に支持させてあり、この待機容器8'内に、逆Ｕ字形のサ
イフォン管40が、その下向きに開口した一方の開口端40a を待機容器8'の内底面に近接さ
せた状態で臨ませ、他方の下向きに開口した開口端40b を待機容器8'の底部を水密状態に
貫通して注湯容器７の内底面に臨ませた状態にして配設、固定している。なお、上記サイ
フォン管40の上端屈曲部は、待機容器8'の上端開口部よりも下方に位置している。
【００５８】
　サイフォン管40を備えた待機容器8'以外の計量容器１や蒸らし用貯湯室２、抽出用貯湯
室３、抽出用貯湯室３、蓋体４、支持台５、弁開閉機構６、注湯容器７等の注湯装置を構
成している構造は上記実施例と同様であるので、同一部分には同一符号を付して詳細な説
明を省略する。
【００５９】
　このように構成したので、計量容器１内にその目盛り10に達するまで注湯したのち蓋体
４を閉止し、上記実施例と同様に、この閉止によって連動する水平リフトバー21、21の降
下によって水平リフトバー21、21上に載置している計量容器１内の蒸らし用貯湯室２と抽
出用貯湯室３との排湯口2b、3bを支持台５に突設しているピン12、13によって突き上げ、
排湯口2b、3bを開放させる。
【００６０】
　そうすると、蒸らし用貯湯室２内と抽出用貯湯室３内の湯が排湯口2b、3bから支持台５
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におけるピン12、13の周囲に穿設された湯流下孔16、17を通じて注湯容器７内に流出する
。この際、蒸らし用貯湯室２内から排湯口2b、湯流下孔16を通じて流出する湯は、直接、
注湯容器７の底部7a上に流下する一方、抽出用貯湯室３内から排湯口3b、湯流下孔17を通
じて流出する湯は、注湯容器７の底部7a上に流下することなく注湯容器７内に配設してい
る待機容器8'内に収容される。
【００６１】
　蒸らし用貯湯室２内から排湯口2b、湯流下孔16を通じて注湯容器７の底部7a上に流下し
た湯は、この底部7aの傾斜上面を伝って底部7aの中心部に設けている注湯孔7bからドリッ
パーＡ内に注ぎ込まれて、ドリッパーＡの濾紙Ｃ内のコーヒー粉末Ｄ全体をこの湯によっ
て蒸らしてコーヒー粉末Ｄを膨潤させ、コーヒー成分を抽出し易くする。
【００６２】
　このように、蒸らし用貯湯室２から流出する湯によってコーヒー粉末Ｄを一定時間、膨
潤させている間に、抽出用貯湯室３から流出する湯が待機容器8'内に充満し、コーヒー粉
末Ｄの蒸らし時間が完了する際に、待機容器8'の内底面に臨ませている一方の開口端40a
からサイフォン管40内に浸入した湯がサイフォン管40の上端屈曲部の高さまで達して待機
容器8'の湯面に作用する大気圧により、待機容器8'内の湯がサイフォン管40内を通じてこ
のサイフォン管40の他方の開口端40b から注湯容器７の底部7a上に流下し、この底部7aの
中心部に設けている上記注湯孔7bからドリッパーＡ内に注ぎ込んで上記蒸らしによって膨
潤したコーヒー粉末Ｄの成分を抽出し、抽出したコーヒー液を濾紙Ｃ、抽出孔a2を通じて
コーヒーカップＢに収容する。
【００６３】
　蒸らし用貯湯室２側からドリッパーＡに注ぎ込まれる上記蒸らし用湯によるコーヒー粉
末Ｄの蒸らし工程は、上記実施例と同様に、コーヒー粉末Ｄを最も良好な状態に膨潤させ
るに必要な時間だけ行われ、この時間の経過後に上記待機容器8'側からドリッパーＡに抽
出用の湯を注ぎ込むことによってまろやかで香りのよい美味しいコーヒーを抽出すること
ができる。
【符号の説明】
【００６４】
　１　計量容器
　２　蒸らし用貯湯室
　３　抽出用貯湯室
　2a、3a　弁
　2b、3b　排湯口
　４　蓋体
　５　支持台
　６　弁開閉機構
　７　注湯容器
　８　待機容器
　９　スタンド
　10　目盛り
　12、13　ピン
　16、17　湯流下孔
　21　水平リフトバー
　24　縦長孔
　Ａ　ドリッパー
　Ｂ　コーヒーカップ
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